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第５６号議案 

芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のように定める。 

平成２７年６月１９日提出 

                        芦屋市長 山 中  健    

提案理由 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律による介護保険法の一部改正に伴い，一定以上の所得を有する被保険者の

利用者負担の割合を変更するため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例（平成７年芦屋市条例

第２１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号を次のように改める。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項に規定する通所介護に係

る同法第４１条第１項に規定する居宅介護サービス費の支給を受けることができ

る者又は同法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業に係る

同法第１１５条の４５の３第１項に規定する第１号事業支給費の支給を受けるこ

とができる者 

第８条第１項中「納めなければならない」を「支払わなければならない」に改め，

同条第２項第 1号中「及び第５３条第２項第１号」を削り，「の１００分の１０に相

当する額」を「又は同法第１１５条の４５の３第２項に規定する厚生労働省令で定め

るところにより算定する額」に改め，同項第２号中「及び」を「又は」に改め，「前号

に定める額を超えない範囲で」を削り，同条第３項中「及び第４条第１号に規定する

者に対するサービスに係る保険給付」を削り，同条に次の１項を加える。 

４ 前項の場合における利用料金は，指定管理者が第２項に定める利用料金の額の範

囲内において，市長の承認を得て定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２７年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から平成２９年３月３１日までの間におけるこの条例による
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改正後の芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定の適

用については，第４条第１号中「同法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する

第１号通所事業に係る同法第１１５条の４５の３第１項に規定する第１号事業支

給費」とあるのは，「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１４条第２項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定による改正前の

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「旧法」という。）第８条の２第７項

に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス費」と，第８条第２項第１号

中「同法第１１５条の４５の３第２項に規定する厚生労働省令で定めるところによ

り算定する額」とあるのは，「旧法第５３条第２項第１号に規定する厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額」とする。 
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参 照 １ 

芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律による介護保険法の一部改正に伴い，一定以上の所得を有する被保険者

の利用者負担の割合を変更するため，この条例を制定しようとするもの。 

２ 改正の内容 

(1)  利用者の範囲（第４条関係） 

平成２９年４月１日から実施する介護予防・日常生活支援総合事業における通

所事業に係る事業支給費（以下「通所事業支給費」という。）の支給を受けるこ

とができる者をデイサービスセンターの利用者とすることとする。 

(2)  利用料金（第８条関係） 

ア  デイサービスセンターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の額  

は，次のとおりとする。 

(ｱ)  通所介護に係るサービス費又は通所事業支給費を受けることができる者 

介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

又は厚生労働省令で定めるところにより算定する額 

(ｲ) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者等

 市長が別に定める額 

  イ  デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせた場合における利用料金

は，指定管理者がアの額の範囲内において，市長の承認を得て定めるものとす

る。 

(3)  その他所要の規定の整備 
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３ 施行期日等 

(1)  平成２７年８月１日 

(2)  施行日から平成２９年３月３１日までの間，改正前の介護予防通所介護に係る

規定は，なおその効力を有するものとする。 
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参 照 ２ 

介護保険法抜粋 

※    部分は，平成２７年８月１日施行により追加される規定 

※    部分は，平成２７年４月１日施行により削除されたが，平成２９年３月３

１日までなお効力を有する規定 

（居宅介護サービス費の支給) 

第４１条 （第１項省略） 

（第２項及び第３項省略） 

４ 居宅介護サービス費の額は，次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ，当該

各号に定める額とする。 

(1)  訪問介護，訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハビリテーション，居宅療養管理

指導，通所介護，通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サー

ビスの種類ごとに，当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容，当

該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定され

る当該指定居宅サービスに要する平均的な費用（通所介護及び通所リハビリテー

ションに要する費用については，食事の提供に要する費用その他の日常生活に要

する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の額を勘案して厚生労働大

臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定居宅サービスに

要した費用の額を超えるときは，当該現に指定居宅サービスに要した費用の額と

する。）の１００分の９０に相当する額 

（第２号省略) 

（第５項から第１２項まで省略） 

（一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る居宅介護サービス費等の額）  

第４９条の２ 第１号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額

が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付

について当該各号に定める規定を適用する場合においては，これらの規定中「１０

０分の９０」とあるのは，「１００分の８０」とする。  
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(1)  居宅介護サービス費の支給  第４１条第４項第１号及び第２号並びに第４３

条第１項，第４項及び第６項  

（第２号から第８号まで省略） 

 (介護予防サービス費の支給) 

第５３条 （第１項省略） 

２ 介護予防サービス費の額は，次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ，

当該各号に定める額とする。 

(1)  介護予防訪問介護，介護予防訪問入浴介護，介護予防訪問看護，介護予防訪問

リハビリテーション，介護予防居宅療養管理指導，介護予防通所介護，介護予防

通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防サービ

スの種類ごとに，当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内

容，当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して

算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用（介護予防通所介護

及び介護予防通所リハビリテーションに要する費用については，食事の提供に要

する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除

く。）の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その

額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは，当該現に

指定介護予防サービスに要した費用の額とする。）の１００分の９０に相当する

額 

（第２号省略） 

（第３項から第８項まで省略） 

（一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る介護予防サービス費等の額）  

第５９条の２  第１号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額

が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防

給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては，これらの規定中

「１００分の９０」とあるのは，「１００分の８０」とする。  

(1)  介護予防サービス費の支給  第５３条第２項第１号及び第２号並びに第５５

条第１項，第４項及び第６項  

（第２号から第６号まで省略） 
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（地域支援事業） 

第１１５条の４５ 市町村は，被保険者（当該市町村が行う介護保険の住所地特例適

用被保険者を除き，当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等を

している住所地特例適用被保険者を含む。第３項第３号及び第１１５条の４９を除

き，以下この章において同じ。）の要介護状態等となることの予防又は要介護状態

等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための

施策を総合的かつ一体的に行うため，厚生労働省令で定める基準に従って，地域支

援事業として，次に掲げる事業（以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。）

を行うものとする。 

(1)  居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者（以下「居宅要支

援被保険者等」という。）に対して，次に掲げる事業を行う事業（以下「第１号

事業」という。) 

（イ省略） 

ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として，厚生労働省令で定める施設

において，厚生労働省令で定める基準に従って，厚生労働省令で定める期間に

わたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業（以下この項において「第１

号通所事業」という。） 

（ハ及びニ省略) 

（第２号省略) 

（第２項から第５項まで省略） 

（指定事業者による第１号事業の実施） 

第１１５条の４５の３ 市町村は，第１号事業（第１号介護予防支援事業にあっては，

居宅要支援被保険者に係るものに限る。）については，居宅要支援被保険者等が，

当該市町村の長が指定する者（以下「指定事業者」という。）の当該指定に係る第

１号事業を行う事業所により行われる当該第１号事業を利用した場合において，当

該居宅要支援被保険者等に対し，当該第１号事業に要した費用について，第１号事

業支給費を支給することにより行うことができる。 

２ 前項の第１号事業支給費（以下「第１号事業支給費」という。）の額は，第１号事

業に要する費用の額を勘案して，厚生労働省令で定めるところにより算定する額と

する。 

（第３項から第７項まで省略) 
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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律抜粋 

   附 則 

第１４条 第３号施行日前に市町村が第３号新介護保険法第１１５条の４５第１項第

１号イに規定する第１号訪問事業，同号ロに規定する第１号通所事業及び同号ハに

規定する第１号生活支援事業を実施する者の確保が困難であることその他の事情

により第３号施行日から同項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うこ

とが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては，第３

号施行日以後第３号施行日から平成２９年３月３１日までの間において当該市町

村（以下この項，次項及び附則第３０条において「特定市町村」という。）の当該

条例で定める日までの間は，当該特定市町村が行う第３号新介護保険法の規定によ

る地域支援事業については，第３号新介護保険法第１１５条の４５第１項，第１１

５条の４５の２第２項，第１１５条の４５の３（同条第１項の指定に係る部分を除

く。），第１１５条の４５の４，第１１５条の４５の７，第１１５条の４５の８，第

１１５条の４６第１項（第１号介護予防支援事業に係る部分に限る。），第１１５条

の４７第４項から第７項まで及び第９項，第１２２条の２，第１２３条第３項，第

１２４条第３項，第１２６条第１項，第１５２条並びに第１５３条の規定は適用せ

ず，第３号旧介護保険法第１１５条の４５第１項（第１号及び第２号に係る部分に

限る。），第２項及び第７項，第１１５条の４７第４項から第７項まで，第１２２条

の２，第１２３条第３項，第１２４条第３項，第１２６条第１項，第１５２条並び

に第１５３条の規定は，なおその効力を有する。  

２ 前項の場合において，特定市町村が行う介護保険の被保険者（当該特定市町村の

区域内に所在する第３号新介護保険法第１３条第１項に規定する住所地特例対象

施設に入所し，又は入居する他の市町村が行う介護保険の同条第３項に規定する住

所地特例適用被保険者を含む。）に対する第３号新介護保険法の規定による保険給

付については，当該特定市町村の前項の条例で定める日までの間は，第３号新介護

保険法第８条の２第１項，第５３条第１項及び第２項並びに第５４条第３項の規定

は適用せず，第３号旧介護保険法第８条の２第１項，第２項及び第７項，第５３条

第１項及び第２項並びに第５４条第３項の規定は，なおその効力を有する。 

（第３項から第５項まで省略) 


